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はじめに 

このパンフレットは、「かわせみ教室」の概要をまとめたものです。日本語初期指導が

必要な児童生徒たちを中心に、地域と学校・保護者が手をつなぎ、みんなで子育てをして

いこうという願いを込めました。 

‘かわせみ’は、市の鳥であり、「空とぶ宝石」と言われています。「かわせみ教室」に

通う児童生徒たちが、日本語初期指導教室での学びをベースに、生き生きと力強く将来に

向かって羽ばたいてくれる姿を思い描き、「かわせみ教室」と名付けました。 

児童生徒、そして保護者にとっても、「かわせみ教室」が、日本語を学び日本文化に慣

れ親しむ場となり、多くの外国人児童生徒の支援につながることを願ってやみません。 

 

 

 

ようこそ‘かわせみ教室’へ  

甲賀市では、時代の変化に対応できる活力あるまち、外国にルー

ツのある方々を含めたすべての市民一人ひとりが「しあわせ」を実

感できるまちの実現のため「オール甲賀」でまちづくりを進めてい

ます。そのために、学校教育においては、すべての児童生徒が国籍

や民族の「違い」を認め合い、異なる文化や生活習慣、価値観を受

容し、尊重する心を育む取組を進める必要があると考えています。 

甲賀市には、日本語指導を必要とする外国人児童生徒等が、「日本の生活習慣に慣

れない」「日本語が分からず意思疎通ができない」「日本の学校での生活のルールが

分からない」など、大きなストレスと不安を抱えながら学校生活をスタートさせて

いるケースが少なくありません。そこで、このような児童生徒が社会生活をはじめ

として、日本語や学校生活に早く慣れることを願い、集中的な初期指導を行う「か

わせみ教室」を平成 30 年 9 月より開設致しました。 

学校生活に適応するための日本語初期指導に加え、一人ひとりの発達段階や文化

の違いに配慮し、効果的に学習を進めることができるよう工夫しています。今後、

多くの子どもたちが「かわせみ教室」で日本での学習をスタートさせ、在籍校へス

ムーズに適応できることを期待しております。 

 一人でも多くの外国人児童生徒等が、「かわせみ教室」での学びをベースに、いき

いきと学校生活を送り、将来の夢に向かって力強く歩んでくれること、そして、甲

賀市をかけがえのないふるさととして、「しあわせ」を実感してくれることを心より

願っています。 

甲賀市教育委員会教育長 

西 村 文 一 
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よくある質問 

Ｑ１．かわせみ教室は何の教室ですか。 

Ａ．かわせみ教室は、甲賀市内の小中学校に在籍する外国人児童生徒等が基礎的な

日本語や日本の学校生活について集中的に学習する教室です。 

Ｑ２．かわせみ教室の学習目的は何ですか。 

Ａ．かわせみ教室での学習の目的は、子どもが健康で楽しい日本の学校生活を送る

ことができるよう、必要な基礎的な知識を習得することです。 

Ｑ３. かわせみ教室はどこにありますか。 

Ａ．かわせみ教室は水口保健センター内東側にあります。 

詳細は本紙 8 ページをご覧ください。 

Ｑ４．かわせみ教室では、どんな内容を学習しますか。 

Ａ．かわせみ教室での学習が修了するまでに、「ひらがな」、「カタカナ」を完全に使

いこなせるように進み（小学校１年生３学期での学習段階）、クラスの友達や先

生とのコミュニケーションがとれるよう学習をします。さらに、日本の習慣や

生活様式を学ぶ授業も実施します。 

Ｑ５．子どもと一緒に保護者がかわせみ教室に通ってもいいですか。 

Ａ．問題ありません。 

Ｑ６．かわせみ教室での学習経過は知らせてくれますか。 

Ａ．かわせみ教室では保護者を対象に月に一回懇談会をします。子どもの学習状況

や内容を理解してもらうと同時に、家庭での子どもへの支援をお願いします。 

Ｑ７．授業参観等はありますか。 

Ａ．随時、教室を開放し、学習参観や来室を呼びかけます。保護者会では懇談や相

談とともに、保護者の日本語や日本文化などの簡単な研修も行います。 

Ｑ８．かわせみ教室に通級の間は、在籍校の学習が遅れることはありませんか。 

Ａ．まずは日本語の基礎を学んで学校生活に慣れることが大切です。在籍校の学習

についていけるようにするためにも、かわせみ教室への通級をお勧めします。 

Ｑ９．就学前年齢の子どもを入れたいのですが。 

Ａ．受け入れはできません。 

Ｑ１０．子どもがかわせみ教室に馴染めなかったら、どうなりますか。 

Ａ．随時、相談ができますし、場合によっては通級中止も可能です。 

Ｑ１１．通級できる期間はどのくらいですか。 

Ａ．原則は３ヶ月程度です。 
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通うまでの手順 

 

 

 

 

 

 

 

通級手続き 

  

スタート 

子どもを市立学校に入れたいが、

最初はかわせみ教室に入れたい。 

子どもが市立学校に通学している

が、かわせみ教室に入れたい。 

甲賀市教育委員会学校教育課と相談 

学校と相談 

通級手続き 

様式 1 及び様式 2 を記入する 

それらを学校に渡す 

学校と市教育委員会が協議する 

保護者や学校に連絡 
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費用 

授業料は不要です。 

ただし、在籍校で登録された預金口座より給食費が引かれます。また、教材費

などについては保護者負担とします。 

１ヶ月分の費用 支払い方法 備 考 

（給食費） 

計画中 

(小 3,500 円) 

(中 4,000 円) 

口座引落し 毎月 26 日 

教材費など 500 円程度 封筒で集金 毎月上旬 

 

準備物 

・筆記用具（鉛筆５本、赤鉛筆１本、消しゴム、鉛筆削り、はさみ、のり） 

・雑巾２枚 

・昼食セット（お弁当・お箸・タオルハンカチ・プラスチック製コップ・ 

 歯ブラシ） 

・上ぐつ 

 

服装 

かわせみ教室に通っている期間は、在籍校の標準服・制服でも、私服でも結構

です。ただし、私服の場合、学校生活に相応しいものにしてください。 

 

通学方法 

・小学生：保護者の送迎を原則とします。 

・中学生：自転車通学または公共交通機関の利用も可とします。 

 

注意点 

・ピアス・腕時計・その他のアクセサリーの装飾は認めません。 

・携帯電話を持たせる場合は、職員に事前相談が必要です。 

持ってきた場合、朝に職員に預け、帰りに返してもらうようにします。 

・やむを得ず休む場合、9:00 までにかわせみ教室に連絡してください。 
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教室の一日の流れ 

8:30  –   9:10 登校 

9:10  –   9:20 朝の学習（読書活動など） 

9:20  –   9:35 朝の会 

 9:35  –  10:20 1 時間目（45 分） 

10:20  –  10:40 休憩 

10:40  –  11:25 2 時間目（45 分） 

11:25  –  11:30 休憩 

11:30  –  12:15 3 時間目（45 分） 

12:15  –  12:55 昼食 

12:55  –  13:55 休憩・清掃 

13:55  –  14:40 4 時間目（45 分） 

14:45  –  15:00 帰りの会 

15:15 下校 

 

 

 

 

開級日及び閉級日 

開級日は、月曜日から金曜日の 8 時３０分から 15 時 15 分までとします。閉

級日は、次のとおりとします。 

 

① 日曜日及び土曜日 

② 国民の祝日に関する法律に規定する休日 

③ 学年始休業日 4 月 1 日から 4 月 7 日まで 

④ 夏季休業日 7 月 21 日から 8 月 31 日まで 

⑤ 冬季休業日 12 月 24 日から 1 月 6 日まで 

⑥ 学年末休業日 3 月 25 日から 3 月 31 日まで 

⑦ 上記以外のほか、特に教育委員会の指定する日 
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指導の内容 

・学校生活での決まりについての指導 

・学校生活で必要とされる最小限の日本語会話能力の指導 

・ひらがな、カタカナ、漢字の表記、読み方についての指導 

・国際協会ボランティアによる日本文化や風習の体験 

 

使う教材 

・「だいすきにほんご」など 

・その他初期指導に適切なカード・プリントなど 

 

※教室には日本や外国の絵本・教科書・参考書も置いてあります。一部は貸し

出しも行いますので、お気軽にお申し出ください。 

 

職員・連絡先 

【室   長】喜多 朱美 

【室長補佐】平地 幸美 

【母語支援員】稲垣 アレサンドラ 

【母語支援員】伊藤 孝明 

住所：〒528-0005 滋賀県甲賀市水口町水口 5607 

   水口保健センター内東側 

電話：080-2418-8565 

月曜日～金曜日 8：30～16：30 

 

教室が閉級の時の相談・連絡先 

甲賀市教育委員会事務局学校教育課 

所在地：〒528-8502 滋賀県甲賀市水口町水口 6053 甲賀市役所 4Ｆ 

電話：0748-69-2243 FAX: 0748-69-2293 

月曜日～金曜日 8：30～17：15 
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「かわせみ教室」地図 

住所:〒528-0005 滋賀県甲賀市水口町水口 5607 水口保健センター内東側 

連絡先: 080-2418-8565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かわせみ教室 

かわせみ教室 

 

甲賀市役所 


